
 

大分県後期高齢者健康診査委託契約書 

 

 

大分県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例に基づき実施する健康診査

について、大分県後期高齢者医療広域連合（以下「甲」という。）と社団法人大分県医師会

（以下「乙」という。）との間に、次の条項により委託契約を締結する。 

 

（総 則） 

第１条 甲は、健康診査を乙に委託し、乙は甲が委託する健康診査を実施する機関（以下

「実施機関」という。）を代表して、これを受託するものとする。 

 

（委託業務） 

第２条 甲が乙に委託する業務の内容は、別紙健診等内容表のとおりとする。 

２ 乙若しくは実施機関は、健康診査終了後速やかに、健康診査受診結果通知表を作成し、

受診した者に通知するものとする。なお通知に当たっては、健康診査受診結果通知表と併

せて、受診した者が、自らの健康状態を自覚し、生活習慣の重要性に対する関心と理解を

深めるために必要な情報を提供するものとする。 

３ 第１項における業務の実施機関は、厚生労働省「特定健康診査及び特定保健指導の実

施に関する基準」を満たし、健診・保健指導機関番号を取得した機関とし、別紙実施機関

一覧表のとおりとする。 

 

（対象者） 

第３条 健康診査の対象者は、大分県後期高齢者医療の被保険者とする。 

 

（契約期間） 

第４条 この契約の有効期間は、平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までとす

る。 

 

（委託料等） 

第５条 委託料及び健康診査の実施期間は、別紙内訳書のとおりとする。ただし、委託料

については消費税及び事務に係る経費を含むものとする。 

 

（委託料の請求） 

第６条 乙若しくは実施機関は、健康診査終了後に、遅滞なくその結果を取りまとめ、前

条の委託料を、甲の委託を受けて決済を代行する機関である大分県国民健康保険団体連合

会（以下「代行機関」という。）に請求するものとする。 

２ 第１項における結果の取りまとめ及び委託料の請求を代行機関へ送付する場合は、厚

生労働省の定める電子的標準様式に基づく電子データとして作成し、作成した電子データ



 

を格納したファイルを、電子情報処理組織（代行機関の使用に係る電子計算機（入出力装

置を含む。以下同じ）と実施機関の使用に係る電子計算機を、電気通信回線で接続した電

子情報処理組織をいう。以下同じ。）により、実施後その都度送信するか、ファイルを収録

した電子媒体（ＦＤ、ＭＯ、若しくはＣＤ－Ｒ）を、実施月の翌月５日までに提出（期限

までに必着）する方法を採るものとする。なお、送付の期限が土曜日、日曜日及び国民の

祝日に当たる場合は、その翌日を期限とする。 

３ 第１項の場合において、電子情報処理組織の使用による請求は、代行機関の使用に係

る電子情報処理組織に備えられたファイルへの記録がなされたときに、代行機関に到達し

たものとみなす。 

 

（委託料の支払い） 

第７条 甲は、乙若しくは実施機関から前条の請求があった場合は、その内容を点検し、

適当と認めたときは、前条に定める請求に関わる電子データを受理した月の翌月２１日（電

子情報処理組織の使用による場合であって、代行機関が受理した日が６日から月末までの

ものは翌々月の２１日。）を基本として、甲と代行機関との間で定める日に、実施機関に代

行機関を通じて請求額を支払うものとする。 

２ 甲及び代行機関の点検の結果、結果に関する内容について問題がある場合は、代行機

関を通じて請求者（乙若しくは実施機関）に返戻を行うものとする。この場合において、

既に実施機関に支払われた委託料については、当該委託料を支払った保険者又は他の保険

者に対し当該実施機関が有する委託料に係る債権と代行機関を通じた調整、又は、当該実

施機関からの代行機関を通じた戻入による調整を行うことができる。 

３ 請求者（乙若しくは実施機関）は、前項の返戻を受けた場合において、再度第６条第

１項の方法により請求を行うことができる。 

 

（免責等） 

第８条 実施機関は、健康診査を実施するにあたり大分県後期高齢者医療の被保険者証（以

下「被保険者証」という。）と大分県後期高齢者医療広域連合健康診査受診券（以下「健康

診査受診券」という。）の両方を確認するものとする。 

２ 前項において、被保険者証と健康診査受診券の両方を確認した結果、実施機関に過失

がないと判断できる場合は、甲の責任とし、甲は請求額を代行機関を通じて実施機関に支

払うものとする。 

３ 実施機関が、この契約に記載された内容と異なる業務及び請求を行った場合は、当該

機関の責任とし、甲から請求額は支払われないものとする。 

 

（再委託の禁止） 

第９条 乙及び実施機関は、甲が乙に委託する業務の全部又は一部を実施機関以外の第三

者に委託してはならない。ただし、乙あるいは実施機関が、検査機器の不備等により、健

診機関に関する「運営についての重要事項に関する規程の概要」において血液検査等の実



 

施を委託することを予め明示しており、その明示している内容の範囲において業務の一部

を委託する場合には、この限りではない。 

 

（譲渡の禁止） 

第 10 条 乙及び実施機関は、甲が乙に委託する業務の全部又は一部を実施機関以外の第三

者に譲渡してはならない。 

 

（事故及び損害の責任） 

第 11 条 実施機関が、業務の実施中に生じた事故及びその業務により生じた事故及び損害

については、甲及び乙に故意又は重過失のない限り、実施機関が、その負担と責任におい

て処理に当たるものとする。 

２ 前項の場合において、実施機関に故意又は重過失のない限り、その負担と責任につい

て実施機関は、甲及び乙と協議するものとする。 

３ 前２項の取り決めについては、乙と実施機関との契約等において両者遵守するものと

する。 

 

（個人情報の保護） 

第 12 条 乙および実施機関が、当該業務を実施するに当たっては、健康診査の記録の漏洩

を防止すると共に、実施担当者には守秘義務を課す等、関係法令を遵守することに加え、

別紙個人情報取扱注意事項や「医療・介護関係事業者における個人情報の取扱いのための

ガイドラインの一部改正等について」（平成 18 年 4 月 21 日医政発第 0421005 号、薬食発第

0421009 号、老発第 0421001 号）及び大分県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例等

に基づき、必要な個人情報保護対策を講じ、上記の事項やガイドライン等を遵守するもの

とする。 

２ 前項の取り決めについては、乙と実施機関との契約等において両者遵守するものとす

る。 

 

（業務等の調査等） 

第 13 条 甲は、健診機関に関する「重要事項に関する規程の概要」に関する乙及び実施機

関の公表内容等に関し詳細を確認する等、甲が必要と認めるときは、乙及び実施機関に対

し実施機関における業務の実施状況等を照会し、調査及び報告を求めることができる。 

２ 甲から前項の照会があった場合、乙及び実施機関は速やかに対応するものとする。 

 

（契約の解除） 

第 14 条 甲または乙は、甲または乙がこの契約に違反した場合は、この契約を解除できる

ものとする。 

２ 前項に関わらず、甲は、前条の照会結果等から、健診機関に関する「重要事項に関す

る規程の概要」に関する乙及び実施機関の公表内容等が事実と異なり、それにより甲に大



 

きな影響がある場合は、この契約を解除できるものとする。 

 

（協 議） 

第 15 条 この契約に定めのない事項が生じたときは、必要に応じて、甲乙誠意を持って協

議の上決定するものとする。 

 

 

甲及び乙は、この契約を証するため、本契約書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自

1通を保有するものとする。 

 

 

平成２３年４月１日 

 

委託者（甲） 

大分県大分市東春日町１７－２０ 

大分第２ソフィアプラザビル６階 

大分県後期高齢者医療広域連合 

広域連合長  釘 宮  磐 

 

受託者（乙） 

大分県大分市大字駄原２８９２－１ 

社団法人大分県医師会 

会 長  嶋 津  義 久 

 

 



 

別紙 

健診等内容表 

 

区分 内容 

診察等 

既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む) 

自覚症状及び他覚症状の検査 

身体計測 

身   長 

体   重 

Ｂ Ｍ Ｉ  

血圧 
収縮期血圧 

拡張期血圧 

検査 

血中脂質検査 

中性脂肪 

ＨＤＬ－コレステロール 

ＬＤＬ－コレステロール 

肝機能検査 

ＡＳＴ（ＧＯＴ） 

ＡＬＴ（ＧＰＴ） 

γ－ＧＴ（γ－ＧＴＰ） 

血糖検査 
（いずれかの項目の実施で可） 

空腹時血糖 

ヘモグロビンＡ１ｃ 

尿検査 
糖 

蛋白 

追加健診項目 腎機能検査 血清クレアチニン 

 

※ 健康診査の結果を受診者に通知する際には、結果内容に合わせた、第２条第２項に基

づく必要な情報を提供するものとする。 

※ 血糖検査において、健診実施前に食事を摂取している等により空腹時血糖が測定でき

ない場合はヘモグロビンＡ１ｃを測定すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

個人情報取扱注意事項 

 

１ 基本的事項 

乙及び実施機関は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当

たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなけれ

ばならない。 

 

２ 秘密の保持 

 乙及び実施機関は、この契約による業務に関して知ることができた個人情報をみだりに

他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

３ 収集の制限 

(1) 乙及び実施機関は、この契約による業務を処理するために個人情報を収集すると

きは、業務の目的を明確にするとともに、業務の目的を達成するために必要な範囲内

で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

(2) 乙及び実施機関は、この契約による業務を処理するため個人情報を収集するとき

は、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しな

ければならない。 

 

４ 利用及び提供の制限 

 乙及び実施機関は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の

目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

５ 適正管理 

 乙及び実施機関は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき

損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

６ 再委託の禁止 

 乙及び実施機関は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うもの

とし、第三者にその処理を提供してはならない。ただし、乙及び実施機関が、健診・保健

指導機関に関する「運営についての重要事項に関する規程の概要」において血液検査等の

実施を委託することを予め明示しており、その明示している内容の範囲において業務の一

部を委託する場合には、この限りではない。 

 

７ 資料等の返還等 

 乙及び実施機関は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙及

び実施機関自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後



 

直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指

示に従うものとする。 

 

８ 従事者への周知 

 乙及び実施機関は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後

において、その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと及

び契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事

項を周知するものとする。 

 

９ 実地調査 

 甲は、必要があると認めるときは、乙及び実施機関がこの契約による業務の執行に当た

り取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。 

 

１０ 事故報告 

 乙及び実施機関は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知

ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 

 

 


